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○登別市立図書館条例施行規則 

平成２３年１２月２６日 

教委規則第４号 

改正 平成２６年２月２６日教委規則第２号 

平成２７年３月３１日教委規則第２５号 

平成２７年９月４日教委規則第４号 

令和元年１２月３０日教委規則第３号 

令和２年３月３日教委規則第１号 

令和２年１２月２８日教委規則第９号 

令和３年１２月２８日教委規則第６号 

令和４年１２月５日教委規則第３号 

令和５年４月１９日教委規則第１号 

登別市立図書館条例施行規則（平成９年教委規則第７号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、登別市立図書館条例（昭和４７年条例第４号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（開館時間） 

第２条 登別市立図書館及びアーニス分館（以下「図書館」という。）の開館時間は、次の

とおりとする。 

名称 開館時間 

登別市立図書館 午前１０時から午後６時まで。 

アーニス分館 午前１０時から午後８時まで。 

２ 前項の規定にかかわらず、図書館長（以下「館長」という。）が必要と認めるときは、

教育長の承認を得て開館時間を変更することができる。 

３ 移動図書館の利用時間については、館長が指定する。 

（平２６教委規則２・令５教委規則１・一部改正） 

（休館日） 

第３条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、

教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。 

名称 休館日 

登別市立図書館 （１） 毎週月曜日 
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（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する祝日。だたし、月曜日に当たるときは、その翌日 

（３） 年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日） 

（４） 図書整理日（月の最終金曜日。ただし、この日が休日に

当たるときは、その前日） 

（５） 特別整理期間（７日を超えない範囲で館長が定める期間） 

アーニス分館 （１） 毎週木曜日 

（２） 年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日） 

（３） 図書整理日（月の最終金曜日。ただし、この日が休日に

当たるときは、その前日） 

（４） 特別整理期間（７日を超えない範囲で館長が定める期間） 

（平２６教委規則２・平２７教委規則２５・平２７教委規則４・令２教委規則１・

一部改正） 

（図書館内の秩序） 

第４条 利用者は、館内において秩序を保ち、館内での喫煙、飲酒、所定の場所以外での飲

食その他利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 

（利用の制限） 

第５条 館長は、この規則又は館長の指示に従わない者に対して、図書館資料又は施設の利

用を制限又は禁止することができる。 

（損害の弁償） 

第６条 利用者は、図書館資料又は設備、器具等を破損し、汚損し、又は紛失した場合は、

速やかに館長に届け出なければならない。この場合において、館長は、状況により現品又

は相当の代価をもって損害の賠償をさせることができる。 

（個人貸出しの手続等） 

第７条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、次条に規定する利用者カード（別記様

式第１号）又は室蘭市若しくは伊達市の利用者カードを館長に提示しなければならない。

ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。 

２ 図書館資料の貸出しは、１人１０冊以内とし、貸出期間は、２週間以内とする。 

３ 貸出期間の延長は、貸出しをした図書館資料にほかに利用を希望する者がいない場合に

おいて、一定期間認めることができる。 

４ 館長が特に必要と認めた場合は、第２項の冊数及び期間を超えて貸出しをすることがで
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きる。 

（個人への利用者カードの交付等） 

第８条 利用者カードは、身分証明書等（住所、氏名等がわかる書類）を提示し、利用者カ

ード申請書（別記様式第２号）を提出した者に交付する。 

２ 利用者カードは、他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。 

３ 住所、氏名等の登録内容に変更が生じたときは、速やかに館長に利用者カード申請書を

提出し、届け出なければならない。 

４ 館長は、前項の届出のうち、氏名変更の場合は、新たに利用者カードを交付するものと

する。 

（平２７教委規則４・一部改正） 

（登録者の利用者カードの紛失等） 

第９条 登録者が利用者カードを紛失し、又は破損したときは、速やかに館長に利用者カー

ド申請書を提出し、届け出なければならない。 

２ 館長は、前項の届出があった場合は、利用者カードを再発行するものとする。 

３ 利用者カードが登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は、登録

者が負うものとする。 

（団体貸出しの手続等） 

第１０条 図書館資料の貸出しを受けようとする事業所、機関又は団体（以下「団体等」と

いう。）は、次条に規定する利用者カードを館長に提示しなければならない。ただし、館

長が認めた場合は、この限りでない。 

２ 団体等への図書館資料の貸出しは、２００冊以内とし、貸出期間は、４月以内とする。

ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

（団体等への利用者カードの交付等） 

第１１条 利用者カードは、登別市、室蘭市又は伊達市の団体等で、団体等の所在を証明す

る書類（団体等名、代表者名、代表者の住所等がわかる書類）を提示し、利用者カード申

請書（団体用）（別記様式第３号）を提出した団体等に交付する。 

２ 利用者カードは、他の団体等に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。 

３ 団体等の所在若しくは名称を変更したとき、又は代表者の変更があったとき等登録内容

に変更が生じたときは、速やかに館長に利用者カード申請書（団体用）を提出し、届け出

なければならない。 

４ 館長は、前項の届出のうち、団体等の名称変更の場合は、新たに利用者カードを交付す
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るものとする。 

５ 団体等は、館長に利用者カードを預けることができる。 

（登録団体等の利用者カードの紛失等） 

第１２条 登録団体等が利用者カードを紛失し、又は破損したときは、速やかに館長に利用

者カード申請書（団体用）を提出し、届け出なければならない。 

２ 館長は、前項の届出があった場合は、利用者カードを再発行するものとする。 

３ 利用者カードが登録団体等以外のものによって使用され損害が生じた場合、その責任は、

登録団体等が負うものとする。 

（図書館資料の返納） 

第１３条 館長は、図書館資料を期間内に返納しなかったものに対し、期間を定めて貸出し

を禁止することができる。 

（館外貸出制限資料） 

第１４条 次に掲げる図書館資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特

に必要と認めるときは、この限りでない。 

（１） 貴重図書及び参考資料 

（２） 郷土資料、行政資料及び新聞 

（３） 館長が貸出しを不適当と認めた図書館資料 

（図書館資料の寄贈） 

第１５条 館長は、図書館に備え置いて一般の利用に供することを目的として、図書その他

の図書館資料の寄贈の申出があるときは、これを受贈することができ、他の図書館資料と

同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。 

（図書館資料等の複写等） 

第１６条 利用者は、図書館に設置している複写機又は印刷機を利用し、著作権法（昭和４

５年法律第４８号）第３１条の規定により複写できるものに限り、図書館資料、利用者自

身が図書館に設置しているパソコンにより作成した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の近くによっては認識することができない方式で記録された記録をいう。）等（以

下「図書館資料等」という。）を複写し、又は出力することができる。 

２ 利用者は、前項の規定により図書館資料等を複写又は出力しようとするときは、あらか

じめ館長の承認を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により複写機又は印刷機を利用し、図書館資料等を複写又は出力する場合

の費用は、次のとおりとする。 
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出力するもの モノクロ カラー 

A３版まで（普通紙） １０円 ３０円 

（平２７教委規則２５・全改） 

（会議室の利用） 

第１７条 会議室を利用できるものは、市内の団体等とする。ただし、利用の目的が条例第

３条に規定する目的に合致するものに限る。 

（利用手続） 

第１８条 会議室を利用しようとする団体等は、館長の許可を受けなければならない。 

（利用の制限） 

第１９条 館長は、次のいずれかに該当すると認めた場合は、会議室の利用を許可しない。 

（１） 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。 

（２） 営利を目的とするとき。 

（３） その他図書館の管理上支障があるとき。 

（利用許可の取消し等） 

第２０条 館長は、次のいずれかに該当すると認めた場合は、会議室の利用の許可を変更し、

停止し、又は取り消すことができる。 

（１） 利用者がこの規則に違反したとき。 

（２） 災害その他の事故により会議室の利用ができなくなったとき。 

（３） その他図書館の運営上特に必要があると認めたとき。 

（職員の責務） 

第２１条 職員は、図書館の自由に関する宣言及び図書館員の倫理綱領の精神にのっとり、

充実した図書館奉仕に努めなければならない。 

２ 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならな

い。 

（配本所等） 

第２２条 教育委員会は、条例第２条第３項の規定により配本所を別表のとおり設置し、図

書の貸出し等を行うものとする。 

２ 教育委員会は、前項の配本所を除くほか、市役所その他適当と認められる施設内に図書

コーナーを設置することができる。 

３ 前２項の規定による配本所又は図書コーナー（以下この項及び次項において「配本所等」

という。）は、教育長がその管理運営に当たる。ただし、教育長は、配本所等が設置され
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る施設（次項において「施設」という。）の管理者に、その管理事務の一部を委任するこ

とができる。 

４ 配本所等の利用に関し必要な事項は、施設の管理者と協議して教育長が別に定める。 

（平２６教委規則２・一部改正） 

（委任事項） 

第２３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の登別市立図書館条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）

第６条の規定により交付された利用者カードについては、この規則による改正後の登別市

立図書館条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第８条の規定により交付された

利用者カードとみなす。 

３ 改正前の規則第８条の規定による貸出期間中の図書については、改正後の規則第７条の

規定による貸出期間中の図書とみなす。 

４ 改正前の規則第９条の規定により図書の貸出しを禁止されている者の取扱いについて

は、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年教委規則第２号） 

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

附 則（平成２７年教委規則第２５号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年教委規則第４号） 

この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則（令和元年教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付されている改正前の登別市図書館条例施行規則別記様式

第１号については、引き続き使用することができる。 

附 則（令和２年教委規則第１号） 
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この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年教委規則第９号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年教委規則第６号）抄 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年教委規則第３号） 

この規則は、令和５年３月１日から施行する。 

附 則（令和５年教委規則第１号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第２２条関係） 

（平２６教委規則２・令２教委規則９・令３教委規則６・令４教委規則３・一部改

正） 

名称 設置場所 

鷲別配本所 登別市鷲別町３丁目３番地４ 登別市鷲別コミュニティセンター

内 

登別配本所 登別市登別港町１丁目４番地９ 登別市観光交流センター内 
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別記様式第１号（第７条関係） 

（令元教委規則３・全改） 

別記様式第２号（第８条関係） 

（平２６教委規則２・令元教委規則３・令２教委規則９・一部改正） 

別記様式第３号（第１１条関係） 

（令元教委規則３・令２教委規則９・一部改正） 

 


